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令和４年１０月２８日 

自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

 

「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定 
 

自動車の新規検査等を申請する者が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法

関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。  
 

 

１．背景  

自動車の検査及び登録手続に係る道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）関係

の手数料は、実費を勘案して定めることとされ（同法第 102 条)、道路運送車両法関

係手数料令（昭和 26 年政令第 255 号。以下「令」という。）において具体的に定め

られています。 

今般、道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）により導入

予定である「自動車検査証の電子化」等への対応に伴う歳出の増加が発生することか

ら、実費を勘案し、これらに係る手数料の額について所要の改正を行う必要がありま

す。 
 

２．概要  

①国又は軽自動車検査協会（以下、「協会」という。）に納めなければならない自動車

検査証の再交付に係る手数料の額を改定します（令第１条関係）。  

 

②国又は協会に納めなければならない検査手続に係る手数料の額を改定します（令第２

条関係）。 

 

③自動車技術総合機構が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国に納

めなければならない自動車検査証の交付に係る手数料の額を改定します（令第３条関

係）。  

 

３．スケジュール   

公布：令和４年１１月２日（水） 

施行：令和５年 １月１日（日） 

 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省 自動車局 自動車情報課 手嶋、伊堂寺、高橋、林 

電話：03-5253-8111（内線 42114） FAX：03-5253-1639 

           整備課    杉﨑、杉本 

電話：03-5253-8111（内線 42427） FAX：03-5253-1639 
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令和5年1月1日以降の手数料額 新旧表
新規検査・予備検査 納付先・金額（現行） 納付先・金額（令和5年1月1日以降）

手続きの種類 国/軽検協 機構 合計額 国/軽検協 機構 合計額
完成検査終了証の提出※

普通自動車 1,200円
（OSS）1,000円

400円
1,600円

（OSS）1,400円
1,500円

（OSS）1,300円
400円

1,900円
（OSS）1,700円小型自動車

小型自動車（二輪） 1,100円
ー

1,100円 1,400円
ー

1,400円

大型特殊自動車
1,200円

（OSS）1,000円
1,200円

（OSS）1,000円
1,500円

（OSS）1,300円
1,500円

（OSS）1,300円

軽自動車 1,100円 400円 1,500円
1,500円

（OSS）1,300円
400円

1,900円
（OSS）1,700円

持込検査
普通自動車

400円

2,100円 2,500円

500円

2,100円 2,600円
小型自動車 2,000円 2,400円 2,000円 2,500円
小型自動車（二輪） 1,600円 2,000円 1,600円 2,100円
大型特殊自動車 1,700円 2,100円 1,700円 2,200円
軽自動車 1,400円 400円 1,800円 1,900円 400円 2,300円

保安基準適合証（限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車を含む）の提出
普通自動車

1,100円

400円 1,500円

1,300円

400円 1,700円
小型自動車
小型自動車（二輪）

ー 1,100円 ー 1,300円
大型特殊自動車
軽自動車 400円 1,500円 400円 1,700円

限定自動車検査証での持込検査
普通自動車

400円
1,300円 1,700円

500円
1,300円 1,800円

小型自動車
小型自動車（二輪）

900円 1,300円 900円 1,400円
大型特殊自動車
軽自動車 1,200円 400円 1,600円 1,400円 400円 1,800円

継続検査
※新規検査のみ。

納付先・金額（現行） 納付先・金額（令和5年1月1日以降）

手続きの種類 国/軽検協 機構 合計額 国/軽検協 機構 合計額
持込検査

普通自動車

400円

1,800円 2,200円

500円

1,800円 2,300円
小型自動車 1,700円 2,100円 1,700円 2,200円
小型自動車（二輪） 1,300円 1,700円 1,300円 1,800円
大型特殊自動車 1,400円 1,800円 1,400円 1,900円
軽自動車 1,400円 400円 1,800円 1,800円 400円 2,200円

保安基準適合証の提出
普通自動車 1,200円

（OSS）1,000円
400円

1,600円
（OSS）1,400円

1,400円
（OSS）1,200円

400円
1,800円

（OSS）1,600円小型自動車
小型自動車（二輪） 1,100円

ー
1,100円 1,200円

ー
1,200円

大型特殊自動車
1,200円

（OSS）1,000円
1,200円

（OSS）1,000円
1,400円

（OSS）1,200円
1,400円

（OSS）1,200円

軽自動車 1,100円 400円 1,500円
1,400円

（OSS）1,200円
400円

1,800円
（OSS）1,600円

限定自動車検査証での持込検査
普通自動車

400円
1,300円 1,700円

500円
1,300円 1,800円

小型自動車
小型自動車（二輪）

900円 1,300円 900円 1,400円
大型特殊自動車
軽自動車 1,200円 400円 1,600円 1,400円 400円 1,800円

限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出
普通自動車

1,100円

400円 1,500円

1,200円

400円 1,600円
小型自動車
小型自動車（二輪）

ー 1,100円 ー 1,200円
大型特殊自動車
軽自動車 400円 1,500円 400円 1,600円

構造等変更検査 納付先・金額（現行） 納付先・金額（令和5年1月1日以降）

手続きの種類 国/軽検協 機構 合計額 国/軽検協 機構 合計額
普通自動車

400円

2,100円 2,500円

500円

2,100円 2,600円
小型自動車 2,000円 2,400円 2,000円 2,500円
小型自動車（二輪） 1,600円 2,000円 1,600円 2,100円
大型特殊自動車 1,700円 2,100円 1,700円 2,200円
軽自動車 1,400円 400円 1,800円 1,900円 400円 2,300円

その他 納付先・金額（現行） 納付先・金額（令和5年1月1日以降）

手続きの種類 国/軽検協 国/軽検協
自動車検査証再交付 300円 350円
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令和４年８月１９日 

自動車局自動車情報課 
 

車検証電子化についての周知用ウェブサイトの開設について 

～電子車検証や車検証閲覧サービスなどをわかりやすく解説します～ 
令和５年１月から車検時等に電子車検証が交付されます。これに伴い、従来の紙の車検

証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サー

ビス」や、国から委託を受けた民間車検場（指定自動車整備工場）が車検証の有効期間を更

新できる「記録等事務代行サービス」を新たに開始します。 

自動車ユーザー、自動車関係の業務を担う方々に、電子車検証の仕様や、車検証電子化

に伴って令和５年１月から新たに開始するサービスに関する情報をお知らせするため、本

日、「電子車検証特設サイト」を開設致しました。今後も随時内容を追加していきます。 

１．「電子車検証特設サイト」のコンセプト 

  車検証の電子化は自動車ユーザーや自動車関係の業務を担う方々にとっては大きな

変更点となることから、電子車検証についてイラスト等を交えながらわかりやすく解

説することを目的としております。 

 また、自動車ユーザー等が車検証の電子化に関する必要な情報を入手できるよう、電

子車検証に関する情報や所要のアプリの入手方法等の情報を集約しました。 

 

２．「電子車検証特設サイト」に掲載されている主なコンテンツ 

 ●電子車検証について 

令和５年１月より交付される電子車検証の仕様や記録事項等を掲載 

 ●車検証閲覧サービスについて 

電子車検証の IC タグ情報の閲覧・参照及び車検証情報を電子ファイルでダウンロ

ードするためのアプリについての説明やダウンロード方法等を掲載 

 ●記録等事務代行サービスについて 

サービスについての説明やサービスの実施可能な事業者の一覧表等を掲載 

※サイトの画面イメージについては別紙をご覧ください。 

 

３．「電子車検証特設サイト」の URL・二次元コードはこちら（パソコン・スマホ共通） 

 
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/ 

 

４．参考 

   車検証電子化に関する制度面の詳細につきましては、令和４年５月２０日付け「道路運送

車両法施行規則等の改正について～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等

事務の委託手続等を定めました～」も併せてご参照ください。 

⇒https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000131.html 
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トップページ（※PCのイメージ）

メインビジュアル部の画面遷移

メインビジュアル部

対象者選択部

お知らせ部

リーフレット部

スマホ画面

※画面の構成はPC版と同じです。

P５へ P６へ

P７へ
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自動車ユーザー向けページ（※PCのイメージ）

●電子車検証の仕様や記録事項についてご説明
しています

●閲覧アプリの概要や使い方をご説明しています

※今後使い方についての動画も追加予定です

（画面イメージ）

（画面イメージ）
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事業者向けページ（※PCのイメージ）

●記録等事務代行サービスの概要、サービス提供者
（記録等事務代行者）になるための手続き、サービ
ス提供者となった場合に利用するアプリについてご説
明しています。

（画面イメージ）
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周知用リーフレット（表面）

※リーフレットデザインは制作中のため変更になる可能性があります。
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周知用リーフレット（裏面）

※リーフレットデザインは制作中のため変更になる可能性があります。 8



  
 
 

令 和 ４ 年 ８ 月 3 1 日 

自動車局保障制度参事官室 

 

乗るなら確認 「自賠責」お忘れなく！  

～令和４年度自賠責制度広報・啓発活動の実施～ 

 

国土交通省では、9 月 1 日より 1 ヶ月間、自賠責制度の広報・啓発活動を実施

することにより、自賠責保険・共済への加入促進を図ります。 

 

自動車損害賠償責任保険・共済（以下「自賠責保険」という。）は、交通事故発生

時における被害者の基本的な対人賠償を確保するため、自動車損害賠償保障法により

道路を走る全てのクルマ・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。 

無保険の状態で交通事故を起こした場合、加害者は刑事処分・行政処分の対象とな

るばかりではなく、多額の損害賠償金を自己負担することになり、被害者への損害賠

償にも支障をきたすことがあります。 

このため、例年 9 月を「自賠責制度広報・啓発期間」と位置付け、自賠責制度の重

要性や役割、無保険車運行の違法性等について広報・啓発活動を実施し、自賠責保険

への加入促進を図っています。 

本年度は「乗るなら確認 「自賠責」お忘れなく！」の標語の下、次のとおり自賠

責制度広報・啓発活動を実施します。 

実施内容等の詳細については、別紙 1 をご参照ください。 

 

1. 期間 

令和４年９月１日（木）から９月３０日（金）まで 

 

2. 主な実施事項 

(1) ポスター掲示・リーフレット配布 

関係機関・団体や学校等において、自賠責制度の重要性や役割等を紹介するポ

スターの掲示及びリーフレットの配布を行います。図柄は別紙 2 をご参照くださ

い。 

 

(2) 関係業界等と連携した街頭広報活動の実施 

運輸支局において、地域の損害保険会社や代理店等と共同し、街頭における自

賠責制度の広報・啓発活動を実施します。 

 

 

 

《問い合わせ先》 

自動車局保障制度参事官室 藤田、西脇 

代表 03-5253-8111（内線 41534、41544) 

直通 03-5253-8585  

FAX 03-5253-1638 
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1. 広報・啓発活動の内容 

(1) 自賠責保険への加入促進、無保険車運行の違法性の周知 

クルマ・バイクの保有者を対象として、自賠責制度の重要性や役割、無保

険車運行の違法性や悪質性等を訴え、自賠責保険への加入促進を図ります。 

また、特にバイクについては自賠責保険のステッカーの貼り替え忘れが

多い現況を踏まえ、ステッカー貼り替え忘れに対する注意喚起も併せて実

施します。 

 

(2) 自賠責制度に関する認識度の向上 

万一、交通事故の当事者となった場合に備え、各種の被害者救済対策等も

併せて紹介することで、クルマ・バイクの保有者のみならず、その家族も含

めた国民全体に対し、自賠責制度の認識度の向上を図ります。 

 

2. 主催 

自賠責広報協議会 (7 府省 20 団体により構成） 

（構成機関及び団体） 

国土交通省、内閣府、警察庁、金融庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、独立

行政法人自動車事故対策機構、一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損

害保険協会、全国共済農業協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国自

動車共済協同組合連合会、全国トラック交通共済協同組合連合会、一般社団法人日本

損害保険代理業協会、自動車安全運転センター、軽自動車検査協会、一般社団法人日

本自動車工業会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会、一般社団法人日本二輪車普

及安全協会、一般財団法人全日本交通安全協会、公益財団法人日本道路交通情報セン

ター、一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本中古自動車販売協

会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、一般社団法人日本自動車連盟、

全国石油商業組合連合会 

 

3. 参考 

(1) 令和３年中の交通事故発生状況 

（出典：警察庁交通局 令和４年３月発表「令和３年中の交通事故の発生状況」） 

発生件数 305,196 件 

負傷者数 362,131 人 

死 者 数 2,636 人 

(2) 自賠責制度の詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ 

または 自賠責保険ポータルサイト で検索 

別紙 1 
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別紙 2：令和４年度「自賠責制度広報・啓発ポスター」 
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（表） 

 

（裏） 

 

別紙 2：令和４年度「自賠責制度広報・啓発リーフレット」 
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Mr.
整備くん

事業者、ドライバー、整備工場の皆さんの協力をお願いします。

防ごう、大型車の車輪脱落事故
「    ・    ・    ・    」の徹底でお ち な い

お

国土交通省　自動車点検整備推進協議会　大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会　日本自動車工業会（いすゞ 自動車   日野自動車
三菱ふそうトラック・バス   UDトラックス）　全日本トラック協会　日本バス協会　全国自家用自動車協会　日本自動車整備振興会連合会
日本自動車販売協会連合会　全国タイヤ商工協同組合連合会　日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会　日本自動車車体工業会
日本自動車輸入組合  日本自動車機械工具協会　日本自動車機械器具工業会　自動車用品小売業協会　日本自動車車体整備協同組合連合会

詳しくは、
こちらから！

ホイールナットの緩みが一目でわかり、
高精度な点検が誰でも手軽にできる
「連結式ナット回転指示インジケーター」の
使用方法も動画でご確認いただけます。

正しい点検方法を
動画でチェック！

ち

とさない！
脱落防止はまず点検。
事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ
唯一かつ最善な手段です。

お

な 規定の
締付トルク

適正なトルクレ
ンチを用いて規
定のトルクで確実
に締め付けます。

● 初期なじみのため、タイヤ
交換後50～100km走
行後を目安に増し締めを
実施してください。

●

ット締め、トルクレンチを必ず使用！
（ナット）

い
ちにち一回、緩みの点検！

●特に脱落が
多い左後輪
は重点的に
点検を。

●運行前にボルト、
ナットを目で見て
手で触って点検。

ナットとワッシャーとの
隙間への注油も忘れずに！

給脂

ゃんと清掃、
ちゃんと給脂！
ボルト、ナットの錆や汚れを落とし、エンジンオイルなどを
塗布してください。ナットをボルトの奥まで回転させたとき、
ナットやワッシャーがスムーズに回転するか点検します。
ワッシャーが固着していたりはずれかかっている場合は、
ナットを交換してください。

●

●

A4 チラシ _B 表
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kawasaki-m2zm
テキストボックス
別紙２

kawasaki-m2zm
ノート注釈
別紙２



ISO方式

ホイールボルト、ナットのねじ
部と、ナットとワッシャーとの
すき間にエンジンオイルなど
指定の潤滑剤を薄く塗布し、
回転させて油をなじませ
ます。ワッシャーがスムーズに
回転するか点検し、スムーズ
に回転しない場合はナットを
交換してください。ナットの
座面（ディスクホイールとの
当たり面）には塗布しないで
ください。

ホイールボルト、ナットの
潤滑について

が発生しています！

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締付けトルク」で行ってください。
※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい
　取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。

ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス（誤組み付け、部品の誤組み）

注意

タイヤ交換作業にあたっては、【車載の「取扱説明書」】や【本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ4つのポイント」】、

【下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」】などを参照の上、正しい取り扱い（交換作業）をお願いします。

ホイールの締付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。
また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ホイールのセンタリング

アルミホイールの
履き替え

後輪ダブルタイヤの
締付け構造

ハブインロー

ボルト交換

ホイール
ボルト

ホイール
ナット平面座

潤滑剤 潤滑剤

ホイールサイズと
ボルト本数（PCD）

ボルトサイズ
ねじの方向

ホイールナット
使用ソケット

ダブルタイヤ

ISO方式（8穴、10穴）

19.5インチ： 8本（PCD275㎜）
22.5インチ：10本（PCD335㎜）

左右輪：右ねじ（新・ISO方式）
右輪：右ねじ　左輪：左ねじ（従来ISO方式）

平面座（ワッシャー付き）・1種類
33㎜（従来ISO方式の一部は32㎜）

一つのナットで共締め

M22

タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる

車輪脱落事故

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイール締付け方式

ディスクホイール取付面、
ホイールナット当たり面、ハブ
取付面（ISO方式では、ハブ
のはめ合い部も）、ホイール
ボルト、ナットの錆やゴミ、泥、
追加塗装などを取り除きます。

ディスクホイール、ハブ、ホイール
ボルト、ナットの清掃について

ホイールナット
締め付け時の
注意点だよ！

詳しい情報は、日本自動車工業会HPをご覧ください。 http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_of f/

ナットとワッシャー
との隙間への注油も

忘れずに！

A4 チラシ _B 裏
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令和４年１０月１４日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

大型車の適切なタイヤ脱着・保守管理作業解説動画を公開！ 

 

近年大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、さらなる事故防止対策を進めるた

め、令和４年２月に「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」（座長：伊藤 

紳一郎（独）自動車技術総合機構交通安全環境研究所）を設置しました。この検討会において車

輪脱落事故車両の調査等を行ったところ、事故を起こした車両では、劣化したホイール・ナット

が使用されていたり、タイヤ脱着時にホイール・ナットの清掃や潤滑剤の塗布等が適切に行われ

ていなかったりする状況が明らかになりました。 

このような状況を踏まえ、大型車ユーザー等のタイヤ脱着作業者が、いつでも適切なタイヤ脱

着作業手順や保守管理作業手順を確認できるよう、作業手順動画を作成し公開しました。 

大型車の車輪の脱落は、大事故につながりかねない大変危険なものです。この機会に是非とも

動画をご覧いただき、適切なタイヤ脱着作業、保守管理作業の実施をお願いします。 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 参 考：適切なタイヤ脱着・保守管理作業手順啓発動画（抜粋） 

 

 

大型車の、適切なタイヤ脱着作業や保守管理作業手順をいつでも確認できるよ

う、解説動画を作成し YouTube国交省公式アカウントに公開しました。 

【タイヤ脱着作業時のポイント】 

☚ 啓発動画の本編はこちらのＱＲコード 

または国土交通省 YouTubeチャンネルからご覧下さい 
https://www.youtube.com/watch?v=Szz2ZF7Gd_4&list=PL2RgY_hjimJRIl2zJVaaybwEEKAmd5YVi 

  

ホイール・ナットとワッシャのすき間に、 

潤滑剤を塗布してください 

 タイヤ脱着後、50km～100km走行後を目安に、 

ホイール・ナットを既定のトルクで再度締め付けます 

ホイール・ナットへ潤滑剤の塗布 増し締めの実施 
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https://www.youtube.com/watch?v=Szz2ZF7Gd_4&list=PL2RgY_hjimJRIl2zJVaaybwEEKAmd5YVi


 

 

適切なタイヤ脱着・保守管理作業手順啓発動画（抜粋） 

 

＜適切なタイヤ脱着作業手順＞ 

  

 

 

 

 

 

＜適切なタイヤ保守管理作業手順＞ 

 

 

 

 

 

参 考 

ホイール・ナットのワッシャが円滑に回転

するか、軽く押し当て手で回して確認して

ください。 

 

ホイール・ナットとワッシャのすき間にも

必ず潤滑剤を塗布してください。 

 タイヤ脱着後、50km～100km走行後を

目安に、ホイール・ナットを既定のト

ルクで再度締め付けます。 

ホイール・ナットに緩みがないか、マーキ

ング、インジケーターによる目視確認か、

点検ハンマーによる確認を行います。 
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令和４年１０月２１日 

自動車局自動車情報課 
 

 “走る広告塔”として地域の魅力を発信！ 

～ 新たに１０地域から地方版図柄入りナンバープレートの導入申込み ～ 
 

 

地域の観光資源等をデザインした地方版図柄入りナンバープレートについて、本年 4 月

から新たな導入地域の募集を行っていたところですが、今般、10 地域から導入の申込み

がありました。 

今後、導入申込み地域において、11 月末までに具体的な図柄が検討されます。 

 

１．新たな導入申込み地域 ※詳細は参考資料をご覧ください。 

  ・都道府県の全域を単位とする図柄*   
*今般の新たな地域募集にあたって新設 

５地域（秋田県、栃木県、群馬県、東京都、沖縄県） 

  ・既存の地域名表示を単位とする図柄 

５地域（いわき、那須、岡崎、堺、広島） 

   

２．今後のスケジュール 

 ・図柄の提案  令和４年 10 月３日から令和４年 11 月 30 日まで 

 ・交付開始   令和５年 10 月頃 

 

３．新たな地域名表示（ご当地ナンバー）を単位とする図柄について 

 今般の募集では、保有車両数等の一定の要件を満たした場合に、新たなご当

地ナンバーを単位とする図柄の導入も可能としており、今後、市区町村の要望

を受けた都道府県より国土交通省に対して、導入申込み等が行われる予定です。 

 ＜スケジュール＞ 

・意向表明   令和４年 11 月 30 日まで 

 ・導入申込み  令和５年３月 15 日から令和５年３月 31 日まで 

 ・図柄の提案  令和５年 11 月１日から令和５年 12 月 28 日まで 

 ・交付開始   令和７年５月頃 

 

【問い合わせ先】国土交通省 自動車局 自動車情報課 藤澤・柿﨑・清水 

電話：03-5253-8111（内線 41145/42103）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 
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                          令和４年１０月２４日 

自動車局自動車情報課 

 
 

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートの交付を開始！！ 
～大阪・関西万博のワクワクを、感動を、あなたの車に！～ 

 
国土交通省では、本日から大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートを交付いたし

ます。本特別仕様ナンバープレートは、大阪・関西万博の開催機運の醸成を図ること
を目的に、約 3 年間の期間限定で、全国で交付するものです。 

 
１．大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートのデザイン 
 登録自動車（自家用） 登録自動車（事業用） 軽自動車（自家用） 

(

寄
付
金
あ
り) 

フ
ル
カ
ラ
ー
版 

  

 

(

寄
付
金
な
し) 

モ
ノ
ト
ー
ン
版 

   

       
２．申込み方法  

ご自身でウェブサイト（http://www.graphic-number.jp）からお申込みいただくか、
交付窓口もしくは、お近くのディーラー・整備工場等にご相談ください。 

 
３．料金  

特別仕様ナンバープレートの料金は地域により異なりますので、詳しくは、国土交
通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_expo2025/）をご
確認ください。 
例：大阪地区 8,400 円、全国平均 8,413 円（中板 2 枚一組） 

  
４．交付期間  
  令和４年１０月２４日（月）～令和７年１２月２６日（金） 
 
５．寄付金の活用 
  フルカラー版の特別仕様ナンバープレートの申込み時にいただいた寄付金（1,000
円以上）は、大阪・関西万博の開催に関連した交通サービスの充実等に充てられる予
定です。※寄付金無しの場合は、モノトーン版の特別仕様ナンバープレートとなります。 

 

【問い合わせ先】自動車局 自動車情報課 藤澤・柿﨑・清水 
電話：03-5253-8111（内線:41145、42103）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 
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ｓｄｆあｓｄｆ  
 

令和４年１０月２４日 
自 動 車 局 貨 物 課 

     自動車局 
 

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

１．背景 

貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営

届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国

自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。）において、「届出に   

係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供する

ものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。 

一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が 

軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、  

結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。 

 

２．概要 

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱

通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、

「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供す

ることを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。 

なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置（営業所住所）を管轄す

る運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会におい

て事業用のナンバープレート（黒ナンバー）の発行を受けることが必要です。 

※別添１、２参照 

 

３．今後のスケジュール 

通達発出：10 月 24 日（月） 

通達施行：10 月 27 日（木） 

 

 

 

【問合せ先】 

自動車局貨物課 武藤、羽田野 

代表 03-5253-8111（内線 41333、41323） 

直通 03-5253-8575 FAX 03-5253-1637 

「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）を踏まえ、軽乗用車についても、貨物 

軽自動車運送事業の用に供することを可能とします。 
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国 自 安 第 9 9 号 

国 自 貨 第 9 5 号 

国 自 整 第 16 6 号 

令和４年 10 月 24 日 

 

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 

各地方運輸局自動車技術安全部長 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長  

 

 

自動車局安 全 政 策 課 長 

（公 印 省 略） 

貨 物 課 長 

（公 印 省 略） 

整 備 課 長 

（公 印 省 略） 

 

 

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について 

 

貨物軽自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第

４項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。）に使用できる車両につい

ては、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」（平成 18 年８月 28 日

付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取

扱通達」という。）において、「届出に係る軽自動車（二輪の自動車を除く。）の乗車定

員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規

定されている。 

一方、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、「貨物軽自動車

運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用

を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととさ

れたところ、貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経

営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところ

であるが、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを認めるこ

ととする旨、了知されたい。 

貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合に

おける貨物軽自動車運送事業の届出の受理の取扱いについては、以下に定めるところ

殿 

別添１ 
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により行うものとし、以下に定めのない事項については軽貨物事業経営届出等取扱通

達により行うこととしたので、事務処理にあたり遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じ

た重量（単位キログラム）以内とすること。 

また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方又は片側に偏る積載を

しないこと。 

 

２．運輸支局（運輸監理部を含む。以下同じ。）輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽

自動車運送事業を行う貨物軽自動車運送事業者に対し、届出を受理した際に、１．

の積載できる貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはなら

ない旨周知及び指導すること。 

 

３．運輸支局輸送担当は、軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う貨物軽自動

車運送事業者に対し、事業者自らが過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確

認等の運行管理を適切に行うことについて周知すること。 

 

４．道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 35 条の３第１項各号

に規定する自動車検査証の記載事項のうち、同項第 13 号に規定する「自家用又は

事業用の別」は「事業用」、同項第 14 号に規定する「用途」は「乗用」とする。 

 

 

附則（令和４年 10 月 24 日国自安第 99 号、国自貨第 95 号、国自整第 166 号） 

 

本通知による取扱いは、令和４年 10 月 27 日以降に事業用自動車等連絡書を交付す

るものから適用する。 
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令和 3 年度　指定監査結果集計表（口頭注意件数）

札幌 函館 室蘭 旭川 帯広 釧路 北見 局計

(1)指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り(３点）

6 0 0 49 0 0 25 80

②完成検査欄記載漏れ（誤り）

0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 3 3

1 1 0 0 1 0 6 9

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 4 0 0 23 29

1 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1

（全部） 0 0 0 3 0 0 0 3

（一部） 9 0 0 5 0 0 0 14

1 1 0 0 0 0 4 6

0 2 0 2 1 0 2 7

0 0 0 2 0 0 0 2

(2)適合証の検査年月日、交付年月日を記載漏れ、記載誤りし、適合証を交付した（３点）

①検査年月日記載漏れ、誤り 0 0 0 0 0 0 0 0

②交付年月日記載漏れ、誤り 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

(3)検査員の証明を記載漏れ、記載誤りした(３点）

検査員氏名記載漏れ 0 0 0 0 1 0 0 1
（４）記録簿の様式間違い(３点） 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

（７）その他

0 0 0 1 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

札幌 函館 室蘭 旭川 帯広 釧路 北見 局計
168 69 7 238 22 24 90 618

口頭注意を受けた事業場数 22 4 0 61 3 2 54 146
（監査件数あたりの比率） (13.1%) (5.8%) (0.0%) (25.6%) (13.6%) (8.3%) (60.0%) (23.6%)

令和 4 年度　指定監査結果集計表（令和４年１０月末）

札幌 函館 室蘭 旭川 帯広 釧路 北見 局計
監査件数 199 111 56 48 54 6 101 575
口頭注意を受けた事業場数 18 23 12 9 2 1 62 127
（監査件数あたりの比率） 9.0% 20.7% 21.4% 18.8% 3.7% 16.7% 61.4% 22.1%

監査件数

（５）検査員の変更届出等未提出（９点）

（６）事業場等の変更届出未提出（３点）

⑤交付番号記載漏れ、誤り

⑥検査年月日記載誤り

③目視検査欄の記載漏
れ、誤り

④記載事項照合欄記載漏れ、誤り
   (同一性）

スピード（誤差）

自賠責保険不足

補助前照灯

サイドスリップ

③その他記載漏れ、誤り
　（保険、最終検査申請日等）

タイヤ振れ

①点検整備項目の記載漏れ、誤り

Ｃｏ／Ｈｃ

ＤＳ

ヘッドライト

排気騒音

警音器

ブレーキ
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(注）指定整備事業者の認証関係処分だけのものは含みません。

処分等

局　長 支局長 合　計 事業場数 解　任 警　告 合　計

R3 3 3 3 3 3

R4 1 7 7 8 1 4 5

R3 1 1 1 1 1

R4 0 0 0

R3 0 0 0

R4 0 0 0

R3 0 0 0

R4 0 0 0

R3 1 2 2 3 4 4

R4 0 0 0

R3 0 0 0

R4 0 0 0

R3 0 0 0

R4 0 0 0

R3 0 1 0 6 6 7 0 8 8

R4 1 0 0 7 7 8 1 4 5

※　令和３年度は年度末、令和４年度は１０月末の集計値

令和３年度及び令和４年度の指定整備事業者の処分状況一覧 

取　消 停　止

警　　告 検　査　員

北 見

合 計
（全道）

札 幌

函 館

室 蘭

旭 川

帯 広

釧 路
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令和３年度 主な指定自動車整備事業者処分概況（運輸局取扱い概況）
（注）認証関係処分だけのものも含みます。

【事 例１】 （帯広管内）

処分：令和４年３月 業態：専業

継続検査申請で提出のあった保安基準適合証の自動車損害賠償責任保険証明書（以下「自

賠責」という。）の保険期間が不足していた旨、軽自動車検査協会帯広事務所より連絡があっ

た。特別監査を実施したところ、自賠責保険期間が不足していたにも関わらず保安基準適合

証が交付されている事実が確認された。また、保安基準不適合状態の車両、検査の一部を実

施していない車両に対して保安基準適合証に証明、交付されている事実及び指定整備記録簿

の一部記載漏れが確認された。

〈違反概要〉

・指定関係 保適証等交付停止１５日

(1) 法令の規定を遵守する体制でない。（３点）

(2) 故意以外により保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付したこと。（１台）

（３０点×１（係数））

(3) 故意以外により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したこと。（４台）

（１０点×１（係数））

(4) 指定整備記録簿の一部記載漏れがあった。（３点）

(5) 保安基準適合証の交付日から当該適合証により更新される自動車検査証の有効期間

の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわら

ず保安基準適合証を交付したこと。（１台）（１０点×１台）

違反点数の合計

(1)３点＋(2)３０点＋(3)１０点＋(4)３点＋(5)１０点

＝５６点×１／２ ＝ ２８点

・自動車検査員 文書警告（２名）

(6) 自動車検査員は、保安基準不適合状態であるのにもかかわらず保安基準適合証に証

明した。

(7) 自動車検査員は、検査の一部を実施していないにもかかわらず保安基準適合証に証

明した。

※ 違反行為に起因する事故は発生しておらず、故意と認められない。また、過去２年

以内に文書警告及び(7)と同種の法令違反が無いことから文書警告とした。
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令和３年度 指定自動車整備事業者処分概況（支局長警告概況）

（注）認証関係処分だけのものも含みます。

【事 例１】 （札幌管内）

処分：令和３年１１月 業態：ディーラー

軽自動車検査協会札幌主管支所より、保安基準適合証を添付した継続検査申請があったが、

当該保安基準適合証には登録番号及び自賠責保険期間の記載が無い旨の情報提供があった。

事業場に経緯の報告を求め、この報告に基づき特別監査を実施したところ、自動車検査員

は自動車に自動車登録番号標の表示がない状態にもかかわらず、自動車検査証との同一性を

確認し、保安基準適合証への証明を行い、事業場が保安基準適合証を交付した事実を確認し

た。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。（１台）

(2) 法令の規定を遵守する体制でない

(3) 指定整備記録簿の記載誤り

※ 違反点数

〔(1)２０点＋(2)３点＋(3)３点〕×１／２＝１３点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(4) 同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証に証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。

【事 例２】 （札幌管内）

処分：令和４年１月 業態：専業

当該事業者より走行用前照灯点灯時に前部霧灯が消灯する保安基準に適合しない状態で保

安基準適合証を交付した旨の自主申告があった。

この報告を受け、事業場へ特別監査を実施したところ、自動車検査員は保安基準不適合状

態であるにもかかわらず保安基準適合証に適合する旨の証明を行い、事業者は故意以外によ

り保安基準適合証を交付した事実が確認された。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 故意以外により保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付した。（１台）

※ 違反点数

〔(1)３０点〕×１／２＝１５点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。
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以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(2) 保安基準不適合状態にもかかわらず適合証に適合する旨の証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。

【事 例３】 （札幌管内）

認証処分：令和４年２月 業態：ディーラー

当該事業者より当支局にパーキングブレーキの整備作業についての相談があり、説明を行

ったところ、パーキングブレーキに関する特定整備作業について、事業者の認識に誤りがあ

ることが判明した。

これを受け、過去の作業の調査を行うよう指示したところ、３台の車両について誤った特

定整備作業等を行っていた旨の自主申告があった。

この報告を受け、上記事業場へ特別監査を実施したところ、認証を受けた作業場以外で特

定整備を行い、特定整備記録簿の作成を行っていなかったことが確認された。

〈違反概要〉

・認証関係 文書警告

(1) 認証を受けた作業場以外で特定整備作業を実施したこと。

(2) 特定整備記録簿の不備（記載なし）があったこと。

(3) 整備主任者の分解整備記録簿等に関する統括管理不備だったこと。

※ 違反点数

〔(1)５点(2)３点(3)3点〕×１／２＝６点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

違反行為を自主申告し、現段階における事業者の対応から、当該違反

の改善が可能と見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

【事 例４】 （札幌管内）

認証処分：令和４年３月 業態：専業

当該事業者より当支局に特定整備記録簿の記載誤り等に関する自主申告があった。

これを受け、特別監査を実施したところ、１台の車両について、パックによる料金収受を行

ったものの、必要とされる整備を行わなかった点検整備料金の過剰請求及び特定整備記録簿

の記載誤りが確認され、他の１台の車両について、特定整備記録簿の記載誤りが確認された。

〈違反概要〉

・認証関係 文書警告

(1) 点検整備料金の過剰請求があったこと。

(2) 特定整備記録簿の記載誤りがあったこと。

(3) 整備主任者の分解整備記録簿等に関する統括管理不備だったこと。

※ 違反点数
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〔(1)６点(2)１点(3)３点〕×１／２＝５点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間に行政処分等を受けたことがなく、自動車整備事業全般に渡り改善す

ることが見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

【事 例５】 （札幌管内）

処分：令和４年３月 業態：専業

札幌地方自動車整備振興会より当該事業者において自賠責保険期間が一部未加入の状態で

適合証を交付した旨の情報があり、経緯及び改善策の報告の指示を行った。その後、当該事

業者より経緯の報告を受けるとともに、書面による監査を実施したところ、自賠責保険期間

が一部未加入の状態で適合証を交付した事実が確認された。また、同日行った書面監査によ

り、指定整備記録簿の一部記載漏れが確認された。この報告及び監査結果を受け、さらなる

改善状況を確認するために、追加の書面監査を実施したところ、他の車両について、誤った

方法により完成検査を実施し、故意以外により検査の一部を実施せずに適合証を交付した事

実が確認された。これにより、当該事業者へ特別監査を実施し、上記の事実を再度確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 故意以外により保安基準不適合状態で保安基準適合証を交付した。（１台）

(2) 当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部期間にお

いて自賠責未加入状況になるにもかかわらず、適合証を交付した。（１台）

(3) 指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあった。

(4) 法令の規定を遵守する体制でない。

※ 違反点数

〔(1)１０点(2)１０点(3)３点(4)３点〕×１／２＝１３点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(5) 自動車検査員が、故意以外により検査の一部を実施せず適合証に証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。
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令和４年度 主な指定自動車整備事業者処分概況（運輸局取扱い概況）
（注）認証関係処分だけのものも含みます。

【事 例１】 （札幌管内）

処分：令和４年６月 業態：ディーラー

当該事業者にパトロール監査を実施したところ、監査実施日に完成検査が終了したフルタ

イム四駆の２台の速度計誤差の検査の未実施が確認され、その後、事実確認を行ったところ、

軽自動車以外のフルタイム四駆である２７２台の車両について、自動車検査員は指定整備記
録簿を虚偽記載し及び保安基準適合証に証明し、事業場管理責任者は、保安基準適合証を交
付していたことが判明した。

〈違反概要〉

・指定関係 取消

(1) 法令の規定を遵守する体制でない。（３点）

(2) 故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したこと。（２７２台）

(3) 指定整備記録簿の虚偽記載を行ったこと。

違反点数の合計

(1)３点＋(2)１０点×２７２台＋(3) ３０点＝ ２７５３点

・自動車検査員 解任命令（１名）

(４) 故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したこと。

令和４年度 指定自動車整備事業者処分概況（支局長警告概況）

（注）認証関係処分だけのものも含みます。

【事 例１】 （札幌管内）

処分：令和４年５月 業態：ディーラー

当該事業者より車台番号が不鮮明であるにもかかわらず、適合証を交付した旨の申告があ

った。当該車両は札幌運輸支局の登録担当が車台番号不鮮明の疑いがあるため相談を受けて

いた車両であった。

その自主申告を受け、特別監査を実施し、違反の事実を再度確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。（１台）

※ 違反点数

(1)２０点×１／２＝１０点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。
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以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(2) 同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証に証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。

【事 例２】 （札幌管内）

処分：令和４年７月 業態：専業

札幌運輸支局の窓口へ電子保安基準適合証による継続検査の有効期間の更新申請のあった

車両の提出書面審査時、自動車損害賠償責任保険証明書（以下、自賠責）の保険期間が更新

後の有効期間を満たしていないことが確認された。

その後、当該事業場へ特別監査を実施したところ、当該車両の自動車検査証の有効期間の

一部の期間、自賠責未加入となる状況にもかかわらず保安基準適合証を交付したことと、指

定整備記録簿の一部に記載漏れ、記載誤り（制動力合計、駐車制動力計算結果、トレーラ検

査のけん引車・慣性ブレーキ有無記載なし）があった事実を確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部期間にお

いて自賠責未加入状況になるにもかかわらず、適合証を交付した。

(2) 指定整備記録簿の一部に記載漏れ、記載誤りがあった。

(3) 法令の規定を遵守する体制でない。

※ 違反点数

〔(1)１０点＋(2)３点＋(3)３点〕×１／２＝８点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

【事 例３】 （札幌管内）

処分：令和４年８月 業態：専業

当該事業者より適合証による中古新規登録の申請があったが、現車提示が必要な車両であ

ったため不受理とした。

その後、当該事業者が当該車両の新規検査を受検したところ、同一性が相違していたほか、

すれ違い用前照灯の最外側からの取付位置が不適合であり、不合格となった。

本件について、特別監査を実施したところ、当該車両について保安基準不適合状態である

にもかかわらず適合証を交付した事実を確認したほか、指定整備記録簿の一部記載漏れの事

実を確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 故意以外により保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証を交付し
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た（1台）

(2) 指定整備記録簿の一部記載漏れ

(3) 法令の規定を遵守する体制でない

※ 違反点数

〔(1)３０点×１台＋(2)３点＋(3)３点〕×１／２＝１８点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(４) 保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証に証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。

【事 例４】 （札幌管内）

処分：令和４年８月 業態：ディーラー

札幌運輸支局の窓口へ保安基準適合証による継続検査の有効期間の更新申請のあった車両

の提出書面審査時、保安基準緩和の有効期限が過ぎたことから、保安基準不適合状態となる

セミトレーラに対して保安基準適合証等を交付したことが確認された。

その後、当該事業場へ特別監査を実施した結果、事業場管理責任者と自動車検査員は保安

基準緩和の有効期限の確認を失念したまま保安基準適合証に適合している旨を証明し、適合

証を交付した事実を確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した（1台）

(2) 法令の規定を遵守する体制でない

※ 違反点数

〔(1)３０点×１台＋(2)３点〕×１／２＝１７点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(３) 保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証に証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。

【事 例５】 （札幌管内）

処分：令和４年８月 業態：その他

札幌運輸支局の窓口へ電子保安基準適合証による継続検査の有効期間の更新申請のあった

車両の提出書面審査時、自動車損害賠償責任保険証明書（以下、自賠責）の保険期間が更新

後の有効期間を満たしていないことが確認された。
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その後、当該事業場へ特別監査を実施したところ、更新されるべき自動車検査証の有効期

間の一部の期間、自賠責未加入となる状況にもかかわらず保安基準適合証を交付したことが

あった事実を確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間に

おいて自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した

(2) 法令の規定を遵守する体制でない

※ 違反点数

〔(1)１０点＋(2)３点〕×１／２＝７点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

【事 例６】 （札幌管内）

処分：令和４年９月 業態：専業

札幌運輸支局の窓口へOSSによる継続検査の有効期間の更新申請のあった車両のOSS受

付審査時、保安基準緩和の有効期限が過ぎたことから、保安基準不適合状態となるポール・

トレーラに対して保安基準適合証等を交付したことが確認された。

その後、当該事業場へ特別監査を実施した結果、事業場管理責任者と自動車検査員は保安

基準緩和の有効期限の確認を失念したまま保安基準適合証に適合している旨を証明し、適合

証を交付した事実を確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した（1台）

(2) 法令の規定を遵守する体制でない

※ 違反点数

〔(1)３０点×１台＋(2)３点〕×１／２＝１７点

違反行為に起因する事故は発生しておらず、また故意と認められない。

過去５年間における処分歴はなく、事業全般に渡り改善が見込まれる。

以上のことから、違反点数の合計を２分の１に減じた。

・自動車検査員 文書警告（1名）

(３) 保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証に証明した。

※ 事業者の処分が文書警告であるため、検査員についても文書警告とした。
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【事 例７】 （札幌管内）

処分：令和４年１０月 業態：専業

運輸支局の窓口へ保安基準適合証による継続検査の有効期間の更新申請のあった車両の提

出書面審査時、自動車損害賠償責任保険証明書（以下、自賠責）の保険期間が更新後有効期

間を満たしていないことが確認された。

その後、当該事業場へ特別監査を実施したところ、更新されるべき自動車検査証の有効期

間の一部の期間において、自賠責未加入となる状況にもかかわらず保安基準適合証を交付し

た事実を確認したほか、指定整備記録簿の一部記載漏れの事実を確認した。

〈違反概要〉

・指定関係 文書警告

(1) 更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加

入状況になるにもかかわらず適合証を交付した（1台）

(2) 法令の規定を遵守する体制でない

(3) 指定整備記録簿の一部に記載漏れがあった

※ 違反点数

〔(1)１０点×１台＋(2)３点＋(3)３点〕＝１６点
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処分欄は保適証交付停止の日数等、（　　）内は認証処分

点数欄の「－」は、同一違反事項のため最も違反点数の高い具体的違反事例を適用

運輸局 処分年月日 発　端 業　態 違　反　概　要 点数 処分 検査員

14 九州 R3.7.16 自主申告 ディーラー 法令遵守体制 3 ２５日 ―

点検整備一部未実施で交付（１台） 10 （１０日）

指定整備記録簿虚偽記載 30

特定整備記録簿虚偽記載【認証】 10

15 四国 R3.7.30 支局窓口 専業 法令遵守体制 3 ５０日 解任１名

点検整備一部未実施で交付（３台） 30 （１０日）

検査の一部未実施（３台）故意 30

指定整備記録簿虚偽記載 30

検査員研修未受講 3

特定整備記録簿虚偽記載【認証】 10

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

概算見積書未交付【認証】 3

整備主任者研修未受講【認証】 3

16 九州 R3.8.26 支局窓口 専業 不正改造状態で交付（１台） 45 ３０日 警告１名

指定整備記録簿の記載漏れ（一部） 3

自賠責未加入状況で交付（一部）（１台） 10

17 中部 R3.8.26 自主申告 専業 法令遵守体制 3 ２５日 解任１名

整備一部未実施で交付（１台） 10 （１０日）

検査の一部未実施（１台）故意 10

検査の一部未実施（１台）故意以外 10

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

自賠責未加入状況で交付（一部）（１台） 10

特定整備作業に重大な瑕疵【認証】 10

特定整備記録簿記載なし【認証】 3

特定整備記録簿の記載誤り（一部）【認証】 －

特定整備記録簿写し未交付【認証】 －

特定整備記録簿保存無し【認証】 －

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

18 中国 R3.9.2 監査 専業 法令遵守体制 3 取消 ―

適合証の検査年月日、交付年月日の虚偽記載（６台） 180 （１０日）

点検整備一部未実施で交付（９０台） 900

指定整備記録簿虚偽記載 30

指定整備記録簿の記載漏れ（一部） 3

特定整備記録簿虚偽記載【認証】 10

特定整備記録簿記載なし【認証】 3

特定整備記録簿の記載漏れ（一部）【認証】 1

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

19 関東 R3.9.9 監査 専業 不正改造状態で交付（１台） 45 ３５日 警告１名

同一性が相違する状態で交付（１台） 20 ＊1/2軽減

保安基準不適合状態で交付（１台）故意以外 30

検査の一部未実施（４台）故意以外 10

指定整備記録簿の保存 20

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

20 九州 R3.9.13 事故報告書 ディーラー 保適交付車両に点検整備及び検査上の瑕疵（１台） 20 １５日 ―

特定整備上の重大な瑕疵（１台）【認証】 10 （１０日）

21 関東 R3.9.29 一般からの ディーラー 不健全経営 3 取消 解任４名

通報 保安基準不適合状態で交付（１１０台）故意 3300

検査の一部未実施（４７９台）故意 4790

指定整備記録簿虚偽記載 30

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

22 関東 R3.10.1 軽検協から 専業 同一性が相違する状態で交付（１台） 20 １５日 警告１名

の通報

23 沖縄 R3.10.7 監査 ディーラー 保安基準不適合状態で交付（２台）故意以外 30 ２０日 警告１名

＊1/2軽減

24 九州 R3.10.11 自主申告 組合 指定整備記録簿虚偽記載 30 ２０日 ―

令和３年度　全国の指定自動車整備事業者の処分概況
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処分欄は保適証交付停止の日数等、（　　）内は認証処分

点数欄の「－」は、同一違反事項のため最も違反点数の高い具体的違反事例を適用

運輸局 処分年月日 発　端 業　態 違　反　概　要 点数 処分 検査員

令和３年度　全国の指定自動車整備事業者の処分概況

25 関東 R3.10.20 使用者から ディーラー 検査の一部未実施（５台）故意 50 ４５日 処分前に解任

の通報 指定整備記録簿虚偽記載 30 再教習通知１名

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

26 関東 R3.10.20 一般からの ディーラー 不健全経営 3 取消 解任２名

通報 保安基準不適合状態で交付（４８台）故意 1440 処分前に解任

検査の一部未実施（１４７台）故意 1470 再教習通知２名

検査の一部未実施（８６台）故意以外 90

指定整備記録簿虚偽記載 30

27 四国 R3.10.20 一般からの ディーラー 法令遵守体制 3 ２５日 解任１名

通報 保安基準不適合状態で交付（１台）故意 30

点検整備一部未実施で交付（１台） 10

28 中国 R3.10.20 自主申告 ディーラー 法令遵守体制 3 ５０日 警告３名

検査の一部未実施（５１９台）故意以外 190 ＊1/2軽減

29 中国 R3.10.20 自主申告 ディーラー 検査と整備の分業化 3 ６５日 ―

法令遵守体制 3

検査員の証明虚偽記載（２台） 90

指定整備記録簿虚偽記載 30

30 沖縄 R3.10.20 自主申告 ディーラー 同一性が相違する状態で交付（３台） 30 ２０日 ―

＊1/2軽減

31 中国 R3.10.20 自主申告 ディーラー 法令遵守体制 3 ７０日 解任１名

検査の一部未実施（９台）故意 90

検査の一部未実施（１台）故意以外 10

指定整備記録簿虚偽記載 30

32 中部 R3.10.28 監査 専業 法令遵守体制 3 ２０日 警告１名

保安基準不適合状態で交付（２台）故意以外 60 ＊1/2軽減

指定整備記録簿の記載誤り（一部） 3

33 北信 R3.11.15 警察からの 専業 検査と整備の分業化 3 取消 処分前に解任

情報 法令遵守体制 3 （取消） 再教習通知

ペーパー車検（２５台） 取消

保安基準不適合状態のおそれで交付（１台） 10

ペーパー車検で車検手続（２５台）【認証】 取消

34 近畿 R3.11.22 監査 専業 不正改造状態で交付（１台） 45 １５日 警告１名

不正改造状態での車検手続（１台）【認証】 15 （警告）

＊1/2軽減

35 中国 R3.12.14 一般からの 専業 法令遵守体制 3 取消 解任２名

通報 ペーパー車検（４台） 取消 （４０日）

点検整備一部未実施で交付（２台） 20

検査の一部未実施（２台）故意 20

指定整備記録簿虚偽記載 30

立入検査時虚偽陳述 30

特定整備記録簿虚偽記載【認証】 10

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

ペーパー車検で車検手続（４台）【認証】 60

36 関東 R3.12.15 自主申告 ディーラー 特定整備上の重大な瑕疵（事故惹起１台）【認証】 30 （２０日） ―

37 関東 R3.12.17 使用者から ディーラー 特定整備上の重大な瑕疵（１台）【認証】 10 （１０日） ―

の通報 整備主任者の統括管理不備【認証】 3

38 関東 R3.12.17 内部告発 専業 不正改造を実施（１台） 30 ４５日 解任１名

不正改造状態で交付（１台） 45 （１５日） 警告１名

指定整備記録簿の記載誤り（一部） 3

不健全経営 3

不正改造を実施（１台）【認証】 15

不正改造状態での車検手続（１台）【認証】 10
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処分欄は保適証交付停止の日数等、（　　）内は認証処分

点数欄の「－」は、同一違反事項のため最も違反点数の高い具体的違反事例を適用

運輸局 処分年月日 発　端 業　態 違　反　概　要 点数 処分 検査員

令和３年度　全国の指定自動車整備事業者の処分概況

39 関東 R3.12.20 監査 専業 保安基準不適合状態で交付（２０台）故意 600 取消 解任１名

保安基準不適合状態で交付（２０台）故意以外 300

検査の一部未実施（７２台）故意 720

検査の一部未実施（１台）故意以外 10

指定整備記録簿虚偽記載 30

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

不健全経営 3

40 関東 R3.12.21 自主申告 ディーラー 保適交付車両に点検整備及び検査上の瑕疵（事故惹起１台） 30 ２０日 ―

41 近畿 R3.12.28 一般からの 専業 保安基準不適合状態で交付（１台）故意以外 30 ９５日 解任１名

通報 検査の一部未実施（１１台）故意 110

検査の一部未実施（３０台）故意以外 40

指定整備記録簿の記載誤り（一部） 3

42 九州 R4.1.20 自主申告 専業 法令遵守体制 3 ５０日 処分前に解任

保安基準不適合状態で交付（１台）故意 30 （１０日） 再教習通知

検査の一部未実施（１台）故意 10

点検整備一部未実施で交付（１台） 10

検査の一部未実施（２台）故意以外 10

指定整備記録簿虚偽記載 30

指定整備記録簿の記載漏れ －

特定整備記録簿虚偽記載【認証】 10

特定整備記録簿写し未交付【認証】 3

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

43 中部 R4.1.21 自主申告 専業 法令遵守体制 3 取消 処分前に解任

検査と整備の分業化 3 再教習通知

検査員の証明無しで交付（７台） 140

点検整備一部未実施で交付（４０２台） 4020

検査の一部未実施（２０台）故意 200

保安基準不適合状態で交付（４台）故意以外 120

指定整備記録簿虚偽記載 30

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） －

44 中部 R4.2.1 警察からの 専業 検査と整備の分業化 3 １６５日 警告１名

情報 完成品の恒常性 3

法令遵守体制 3

保安基準不適合状態で交付（６６台）故意以外 300

検査の一部未実施（２台）故意以外 10

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

検査員研修未受講 3

概算見積書未交付【認証】 3

整備主任者研修未受講【認証】 3

整備主任者の変更届未提出【認証】 3

45 近畿 R4.2.4 一般からの 専業 指定整備記録簿の記載漏れ（一部） 3 ５０日 解任２名

通報 不正改造を実施（１台） 30 （２５日）

立入検査時虚偽陳述 60

特定整備記録簿の記載漏れ（一部）【認証】 1

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

不正改造を実施（１台）【認証】 15

立入検査時虚偽陳述【認証】 30

46 関東 R4.3.23 監査 専業 保安基準不適合状態で交付（３７台）故意以外 300 取消 解任１名

検査の一部未実施（４台）故意以外 10 （１０日）

検査の一部未実施（３８４台）故意 3480

点検整備全て未実施で交付（５６２台） 16860

指定整備記録簿虚偽記載 30

特定整備記録簿虚偽記載【認証】 10

整備主任者の統括管理不備【認証】 3
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47 九州 R4.3.25 自主申告 ディーラー 整備作業の実施体制 3 ８０日 ―

保安基準不適合状態のおそれで交付（１５台） 150

48 東北 R4.3.25 自主申告 ディーラー 検査と整備の分業化 3 １５日 ―

法令遵守体制 3 （１０日）

保適交付車両に点検整備及び検査上の瑕疵（１台） 20

特定整備上の重大な瑕疵（１台）【認証】 10

49 近畿 R4.3.25 自主申告 ディーラー 法令遵守体制 3 ５０日 ―

検査員の証明虚偽記載（２台） 60

指定整備記録簿虚偽記載 30

50 近畿 R4.3.25 自主申告 ディーラー 保適交付車両に点検整備及び検査上の瑕疵（事故惹起１台） 30 ２０日 ―

特定整備上の重大な瑕疵（事故惹起１台）【認証】 30 （２０日）

51 近畿 R4.3.25 自主申告 ディーラー 検査の一部未実施（１２台）故意 120 ８０日 処分前に解任

指定整備記録簿虚偽記載 30 再教習通知

52 近畿 R4.3.25 事故報告書 専業 保適交付車両に点検整備上の瑕疵（事故惹起１台） 30 ２０日 ―

53 中部 R4.3.25 自主申告 ディーラー 法令遵守体制 3 １１０日 解任２名

検査の一部未実施（１８台）故意 180

指定整備記録簿虚偽記載 30

指定整備記録簿の記載漏れ（一部） －

54 中部 R4.3.25 自主申告 ディーラー 法令遵守体制 3 ２５日 警告２名

同一性が相違する状態で交付（４台） 80 ＊1/2軽減

指定整備記録簿の記載漏れ、記載誤り（一部） 3

55 四国 R4.3.25 自主申告 ディーラー 完成品の恒常性 3 １５日 ―

保適交付車両に点検整備及び検査上の瑕疵（２台） 40 （警告）

特定整備上の重大な瑕疵（１台）【認証】 10 ＊1/2軽減

特定整備記録簿記載なし【認証】 3

整備主任者の統括管理不備【認証】 3

46



処分欄は保適証交付停止の日数等、（　　）内は認証処分

点数欄の「－」は、同一違反事項のため最も違反点数の高い具体的違反事例を適用

運輸局 処分年月日 発　端 業　態 違　反　概　要 点数 処分 検査員

1 九州 R4.4.11 自主申告 ディーラ 特定整備上の重大な瑕疵（事故惹起１台）【認証】 30 (２０日) ―

2 関東 R4.4.18 監査 専業 不正改造状態で適合証を交付（１台） 45 ８５日 解任１名

保安基準不適合状態で適合証を交付（１台）故意以外 30 （１５日）

同一性相違自動車に適合証に証明（１台） 20

不正改造を実施（１台） 30

指定整備記録簿の虚偽記載 30

検査の一部を実施せず適合証を交付（２台）故意以外 10

不正改造を実施【認証】（１台） 15

概算見積書未交付【認証】 3

特定整備記録簿の未記載【認証】 3

3 関東 R4.5.2 自主申告 ディーラ 故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付（1台） 30 ２０日 警告１名

指定整備記録簿に一部記載誤り 3 （１０日）

特定整備作業に重大な瑕疵があったこと【認証】 10

4 関東 R4.5.16 監査 専業 点検整備の全てを実施せず適合証を交付（１２台） 360 取消 解任３名

完成検査の全てを実施せず適合証を交付（１２台） 540 （取消）

適合証の検査年月日及び交付年月日を虚偽記載し交付（１２台） 360 不正改造状態で

指定整備記録簿の未記載 20 交付５台

自動車検査員の証明を虚偽記載 495 （車検手続５台）

指定整備記録簿の虚偽記載 30

故意により完成検査の一部を実施せず適合証を交付（５４０台） 5400

指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 3

指定整備記録簿の未保存 20

点検整備の一部を実施せず適合証を交付（６台） 60

不正改造状態で適合証を交付（８台） 360

特定整備記録簿の虚偽記載【認証】 10

整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備【認証】 3

認証を受けた作業場以外で特定整備を実施【認証】 5

特定整備記録簿の未保存【認証】 3

特定整備記録簿の未記載【認証】 3

特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り【認証】 1

不正改造状態で車検手続【認証】（５台） 105

5 関東 R4.5.31 自主申告 ディーラ 法令遵守体制 3 取消 解任２名

故意により検査の一部を実施せず適合証を交付（１１８７台） 11870

6 関東 R4.6.7 監査 専業 自賠責保険大部分未加入（１台） 30 ２５日 警告１名

指定整備記録簿の未保存 20 ＊1/2軽減

保安基準不適合状態で適合証を交付（故意以外） 30 （口頭注意）

指定整備記録簿の一部記載漏れ 3

特定整備記録簿の未保存 3

7 中国 R4.6.21 自主申告 ディーラ 法令遵守体制 3 ４０日 警告１名

同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付（２台） 40 ＊1.5倍、10点加算

8 北信 R4.6.21 内部告発 ディーラ 法令遵守体制 3 取消 解任２名

点検整備一部未実施による適合証の交付（１１台） 110

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（２７２台） 2720

指定整備記録簿の虚偽記載 30

R4.6.21 内部告発 ディーラ 法令遵守体制 3 取消 解任２名

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（３８台） 383

R4.6.21 内部告発 ディーラ 法令遵守体制 3 ２０日 解任１名

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（１台） 30

R4.6.21 内部告発 ディーラ 法令遵守体制 3 ２５日

点検整備一部未実施による適合証の交付（４台） 40

R4.6.21 内部告発 ディーラ 法令遵守体制 3 ３５日

点検整備一部未実施による適合証の交付（６台） 60

R4.6.21 内部告発 ディーラ 上記事業場以外の同社事業場累積点数７２０点以上（９事業場） ５日

9 東北 R4.6.24 自主申告 ディーラ 法令遵守体制 3 ８０日 警告１名

保安基準不適合状態で適合証を交付（故意以外）（１１５台） 300 ＊1/2軽減

令和４年度　全国の指定自動車整備事業者の処分概況
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10 関東 R4.7.6 監査 専業 検査の一部を実施せず適合証を交付（故意以外）（１６５台） 120 取消 解任１名

保安基準不適合状態で適合証を交付（故意以外）（１７台） 300 （文書警告）

指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り -

整備主任者の届出未提出【認証】 3

11 九州 R4.7.6 支局窓口 ディーラ 自賠責一部未加入（１台） 10 ２０日 警告１名

保安基準不適合状態で適合証を交付（２台）（故意以外） 60 ＊1/2軽減

12 近畿 R4.7.7 自主申告 ディーラ 同一性の相違する自動車に適合証を交付（故意以外） 40 １５日 警告１名

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意以外） 10 ＊1/2軽減

指定整備記録簿の記載漏れ 3

13 中部 R4.7.8 自主申告 ディーラ 法令遵守体制 3 ３５日 再教習受講通知

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意以外）（１台） 10 ＊監査前に解任

同一性の相違自動車に適合証を交付（故意）（１台） 20

指定整備記録簿の虚偽記載 40

14 中部 R4.7.19 自主申告 ディーラ 保安基準不適合状態で適合証を交付（故意以外）（１４台） 240 ６５日 警告４名

指定整備記録簿の一部記載誤り 3 ＊1/2軽減

15 関東 R4.7.20 内部告発 専業 検査作業と整備作業が分業化されていない 3 ８０日 解任１名

点検整備の一部を実施せず適合証を交付（１０台） 100 （１０日）

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（２台） 20

指定整備記録簿の虚偽記載 30

指定整備記録簿の一部記載漏れ -

特定整備記録簿の虚偽記載【認証】 10

料金表未掲示【認証】 3

整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備【認証】 3

16 九州 R4.7.27 内部告発 専業 法令遵守体制 3 ３５日 解任１名

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（３台） 30

指定整備記録簿の虚偽記載 30

17 九州 R4.7.28 事故報告 専業 特定整備作業に重大な瑕疵があった　(１台)【認証】 30 （２０日）

＊事故惹起

18 四国 R4.7.28 支局窓口 専業 自賠責一部未加入（１台） 15 １５日

＊1.5倍、10点加算

19 近畿 R4.8.5 監査 専業 不正改造状態及び保安基準不適合状態で適合証を交付（１台） 45 ６０日 警告１名

同一性の相違する自動車に適合証を交付（１台） 20 ＊1.5倍、10点加算

指定整備記録簿の記載誤り 3 （１０日）

不正改造状態で適合証を交付し、車検手続きを行った【認証】 15

特定整備記録簿の記載誤り【認証】 1

20 北信 R4.8.23 監査 専業 整備主任者研修未受講【認証】 3 （２０日）

事業者は正当な理由なく立入検査を忌避【認証】 30

21 中国 R4.8.30 監査 専業 保安基準不適合状態で適合証を交付（２台） 60 ２０日 警告２名

＊1/2軽減

22 関東 R4.9.1 監査 ディーラ 検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付（故意）（１台） 10 ２５日 解任命令相当１名

指定整備記録簿の虚偽記載 30

指定整備記録簿の一部記載漏れ 3

23 関東 R4.9.2 自主申告 ディーラ 検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（２４６台） 2460 取消 解任２名

指定整備記録簿の虚偽記載 30

24 関東 R4.9.2 自主申告 ディーラ 検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（２３９台） 2390 取消 解任３名

検査員の証明を虚偽記載（９１台） 4095 解任命令相当１名

指定整備記録簿の虚偽記載 30

25 関東 R4.9.2 自主申告 ディーラ 検査作業と整備作業とが分業化されていない 3 取消 解任５名

検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（３７０台） 3700

検査員の証明を虚偽記載（５７４台） 25830

指定整備記録簿の虚偽記載 30

26 関東 R4.9.16 自主申告 ディーラ 検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（３２９台） 3290 取消 解任３名

検査員の証明を虚偽記載をしたこと（７台） 315

指定整備記録簿の虚偽記載をしたこと 30
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処分欄は保適証交付停止の日数等、（　　）内は認証処分

点数欄の「－」は、同一違反事項のため最も違反点数の高い具体的違反事例を適用

運輸局 処分年月日 発　端 業　態 違　反　概　要 点数 処分 検査員

令和４年度　全国の指定自動車整備事業者の処分概況

27 関東 R4.9.16 自主申告 ディーラ 検査の一部を実施せず適合証を交付（故意）（１７４台） 1740 取消 解任２名

指定整備記録簿の虚偽記載をしたこと 30

指定整備記録簿の一部記載誤りがあったこと 3

28 中部 R4.9.16 自主申告 ディーラ 法令遵守体制 3 １７０日

検査年月日を虚偽記載し、適合証を交付（７台） 210

点検を全て実施せず適合証を交付（３台） 90

指定整備記録簿の虚偽記載をしたこと 30

指定整備記録簿の一部記載誤りがあったこと -

29 近畿 R4.9.30 自主申告 ディーラ 点検整備の一部を未実施にもかかわらず、その料金を請求【認証】 3 ４５日

点検・整備の一部未実施にもかかわらず適合証を交付（１５台） 150 （警告）

検査の一部を実施せず適合証を交付 20

30 九州 R4.9.30 事故報告 専業 特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り【認証】 1 ２５日

整備内容及び必要性を説明していない【認証】 3 （文書警告）

点検整備の一部を実施せず適合証を交付（１台） 10

適合証交付自動車に点検整備上又は検査上の瑕疵があった（１台） 30

31 九州 R4.9.30 通報 専業 ペーパー車検での車検手続き（１２台）【認証】 取消 取消 解任１名

（第三者） 点検整備及び検査を全てせずに適合証を交付した（１２台） 取消 （取消）

立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った 60

32 北信 R4.10.18 研修未受講 専業 事業者は正当な理由なく立入検査を忌避した【認証】 30 ３５日

33 九州 R4.10.24 自主申告 ディーラ 故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付（７台） 180 ５０日 警告２名

指定整備記録簿の一部記載誤り 3 ＊1/2軽減

34 沖縄 R4.11.1 警察通報 専業 点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付（１台） 取消 取消 解任１名

15 （１０日）

35 九州 R4.10.31 監査 専業 法令の規定を遵守する体制でない 3 ３５日 解任１名

不正改造状態で適合証を交付した（１台） 45 （１０日）

同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した（１台） 20

不正改造状態での車検手続き（１台）【認証】 15

36 中部 R4.11.8 通報 ディーラ 法令の規定を遵守する体制でない。 3 ６５日 再教習受講通知

不正改造状態であるにもかかわらず適合証を交付（２台） 90 （２０日） ＊監査前に解任

指定整備記録簿に虚偽の記載 30

指定整備記録簿に一部記載漏れ、誤り -

不正改造状態で車検手続（２台）【認証】 30
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　　　指定自動車整備事業必携（第７次改訂版追録第８号）の主な変更点

Ⅰ．法令関係

・道路運送車両法施行規則の改正

（令和４年５月２０日付け、国土交通省令第４５号）

※（令和４年３月３１日付け、国土交通省令第３６号含む）

・自動車点検基準の改正

（令和２年２月６日付け、国土交通省令第６号）

・指定自動車整備事業規則の改正

（令和４年５月２０日付け、国土交通省令第４５号）

※（令和４年３月３１日付け、国土交通省令第３６号含む）

・自動車損害賠償保障法施行規則の改正

（令和３年８月３１日付け、国土交通省令第５３号）

Ⅱ．関連通達

・自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）の改正

（令和２年４月１日付け、国自整第３５３号）

・自動車の点検及び整備に関する手引きの改正

（令和３年３月３１日付け、国土交通省告示第２７９号）

・路上故障車等に対する特定整備に係る作業の取扱いについて

（令和２年１０月２９日付け、国自整第１９４号）

・自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について

（令和２年１１月１１日付け、国自整第１９７号）

・「指定整備記録簿の記載要領について」の細部取扱いについての改正

（令和４年８月２４日付け、事務連絡）

・指定自動車整備事業における「自動車OSSによる変更登録申請を行い自動車登録番

号標の交付を受けていない車両」に対する継続検査に係る取扱いについて

（令和３年１２月２３日付け、国自整第２２７号）

Ⅲ．指定自動車整備事業実務要領

・関係法令の改正に基づく修正

・その他誤記等の修正

Ⅳ．業務資料

・基準改正に基づく修正

（その他）

・誤字脱字等の訂正
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事 務 連 絡  
令和 4 年 11 月 22 日 

 
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 
 

自動車局整備課長 
 

自動車整備業におけるマイナンバーカードの取得促進について 
 
 マイナンバーカードの普及については、政府全体で取り組んでいるところであるが、産

業別の普及率において、自動車整備業は最下位となるなど、国土交通省に対して、より一

層の取り組みが強く求められているところである。 
 貴局においては、これまでも、窓口での CM の放映やチラシの配布など協力頂いている

ところではあるが、年度内での即効性のある取り組みが求められている状況であることか

ら、関係団体等とも連携の上、可能な範囲で、下記の対応を講じられたい。 
なお、関係団体あて別添のとおり通知したので申し添える。 

 
記 

 
○ 自動車技術安全部長（運輸部長）や支局長自ら自動車整備振興会や関係業界に対し、

マイナンバーカードの取得促進に向けた協力を依頼すること。 
 
○ 整備事業者と接するあらゆる機会を活用して、マイナンバーカードの取得を勧めるこ

と。具体的には、各種研修時や監査時において、単に取得を呼びかけるのみならず、チ

ラシを配布するなど積極的に対応すること。 
 
○ 近隣の自治体と連携して、支局等や研修会場において、出張申請窓口を設置すること。 
 
○ 記録事務代行手続きにおいて、個人認証にマイナンバーカード等が必要となるので、

指定整備事業者に早期取得を呼びかけること。 
 
 

以上 
【添付資料】 
 ・業種別マイナンバーカード取得状況等調査（ネット調査）の結果 
 ・チラシ 
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別添 

事 務 連 絡 
令和 4 年 11 月 22 日 

 
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

日本自動車車体整備協同組合連合会会長 殿 

全国自動車電装品整備商工組合連合会会長 殿 

全国タイヤ商工協同組合連合会会長 殿 

全国自動車整備協業協同組合協議会会長 殿     

 ＢＳサミット事業協同組合理事長 殿 

 一般社団法人日本自動車機械工具協会会長 殿 

 独立行政法人自動車技術総合機構理事長 殿 

 軽自動車検査協会理事長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課長 

 
 

自動車整備業におけるマイナンバーカードの取得促進について 
 

マイナンバーカードの普及については、政府全体で取り組んでいるところであるが、産

業別の普及率において、自動車整備業は最下位となるなど、国土交通省に対して、より一

層の取り組みが強く求められているところです。 

このため、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長

に対し通知しましたので、ご了知いただくとともに、マイナンバーカードの取得促進につ

いてご協力いただきますようお願いいたします。 
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抜　粋

53



54


